
申請の利便性向上！

が

お子様のチャイルドシートをご購入された方へ

令和 年８
２月から

申請の方法 （交付要綱もあわせてご覧ください）

に！

お問い合わせ先

根室市役所市民生活部生活環境課交通市民生活担当（１階 ３番窓口 ）
電話番号 ： 0153-23-6111（内線3152 または 3153）

https://www.city.nemuro.hokkaido.jp/

これまでどおり窓口での申請（紙申請）も可能です

対象製品： チャイルドシート、
ベビーシート、ジュニア（ブースター）シート

助成割合：購入価格の 以内
助成上限： 万円
助成対象： 13歳未満のお子様の保護者（お子様１人につき１回）

申請期限：購入から ヶ月以内（出生後の受付となります）

1
2分の1

❶ 申請ページにアクセス（URLまたは二次元コード）

▶ https://www.harp.lg.jp/ReK9FaIB

❷ 必要事項を入力、下記書類をアップロードし申請

⑴ チャイルドシート購入に係る領収書の写し
（金額、購入者、購入店、購入年月日等が確認できるもの）

⑵ 取扱説明書等（製品名がわかるもの）の表紙

⑶ チャイルドシートの安全基準適合が確認できる資料
（取扱説明書内のいずれかのページに記載があります）

⑷ 振込口座が確認できるもの

❸ 申請受理後、助成金を指定口座にお振り込みします。

6

新品で購入した


